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【【【逗逗逗子子子市市市内内内にににおおおけけけるるる建建建物物物火火火災災災ががが増増増加加加しししててていいいままますすす！！！】】】   
 

逗子市内における 

火災原因別ランキング(過去５年) 

１位 電気機器・配線 

２位   たばこ 

３位  放火・疑い含む 

 

 

 

平成27年から火災件数は一度減少しましたが、平成30年から再び火災件数が増加傾向になっています。 

昨年は残念ながら死者が発生した火災も起きています。 

令和２年に入り、２月14日現在で、既に５件の火災が発生しており、今年も残念ながら死者が発生して

います。 

火災の内訳として過去５年間の火災総件数33件のうち、建物火災が22件となっています。 

昨年の火災８件は、すべて建物火災でした。令和２年に入り、既に５件の火災が起きており、５件すべてが 

建物火災となっています。今一度身の回りの確認をしていただき火災発生を未然に予防しましょう。 

市内の出火原因別でみると、電気機器や配線による火災が増えています。次にたばこによる出火、放火と続 

いています。 

 

『電気機器や配線の火災って？』 

トラッキング現象とは、コンセントに差し込んだプラグのさし刃間に付着した綿ほこり等が湿気を帯び、微小

なスパークを繰り返し、やがてさし刃間に電気回路が形成され出火する現象を言います。 

トラッキング現象による火災は、隠れた部分で発生することから、発見が遅れ思わぬ被害になる場合がありま

す。 

トラッキング現象による火災を防ぐためには、コンセントに差し込んだま

まのプラグ等にほこりなどが付いていないか、しっかりコンセントが差し込ま     

れているか定期的に点検し、清掃するように心がけましょう。 

また、タコ足配線は絶対にやめて、定格電流の範囲内で使用するようにし

てください。 

 ひとつのコンセントにひとつの電気製品を心がけましょう！ 
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平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年

火災件数推移（過去５年）

今年は最悪のペースで火災発生中！ 



 

 

 

 

 住宅用火災警報器は、電池が切れていたり故障していたりすると、いざという時に効果を発揮しません。 

日頃からお手入れをして、定期的に作動確認をしましょう。 

 

【お手入れ方法】 

 警報器にホコリがつくと、火災を感知しにくくなります。汚れが目立ったら、乾いた布巾でふき取りましょう。

台所に取り付けた住宅用火災警報器は、油や煙により汚れがつくことがあります。 

布に水や石けんを浸し、十分絞ってから汚れをふき取ってください。 

 

【作動確認】 

 正常に作動するか、定期的にテストしましょう。テストは、ボタンを押したり、ひもがついているタイプのも

のは、ひもを引いて確認できます。詳しくは製品の取扱説明書を確認しましょう。 

 

住宅用火災警報器本体にも寿命があります！ 

 

 住宅用火災警報器のセンサー部分が故障するなど、機器本体にも

寿命があります。 

機器本体は最大10年を目安に機器本体の交換をしましょう。 

 

◎ 住宅用火災警報器の主な設置場所 

 住宅用火災警報器の設置を義務付ける場所は、就寝中でも火災の発生を知ることができるよう「寝室」、「台

所」に設置することとされています。そのほか、条件によって「階段室」や「廊下」に設置することが必要とな

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 
        

 

広告募集欄 

【【【住住住宅宅宅用用用火火火災災災警警警報報報器器器設設設置置置ははは義義義務務務ででですすす】】】   

 

住宅用火災警報器（住警器）を購入したものの、取付ける

ことが困難な高齢者や障がい者世帯を対象として、消防職員

が直接訪問して設置のお手伝いを行います。 

 

詳しくは消防予防課までお気軽にご相談ください！！ 


